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＜訓練の流れ＞ 
① 被害想定Ａ市避難所は、Ａ市へ被災状況等を連絡。 
② 被災想定Ａ市は、Ａ市避難所から発信された情報を踏まえ、通信文を地方通信ルートによっ

てＢ県へ発出。 
③ Ｂ県は、管轄するすべての被災想定市区町村から受信した情報を１つに取りまとめた上で、

中央通信ルートによって消防庁を経由して内閣府へ通信文を発出。 
④ 内閣府は、国の応急対策等の情報を中央通信ルートによりＢ県に発出。 
⑤ Ｂ県は、内閣府から受信した情報を踏まえ、通信文を地方通信ルートにより往信を発信した

Ａ市へ発出。 
⑥ 被災想定市区町村は、地方非常通信協議会事務局へ「訓練終了」の旨連絡。 
⑦ 地方非常通信協議会事務局は、中央非常通信協議会事務局及び訓練に参加した地方非常通信

協議会構成員へ「訓練終了」の旨連絡。 
⑧ 中央非常通信協議会事務局は、訓練に参加した中央非常通信協議会構成員へ「訓練終了」の

旨連絡。 
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（別紙２）


